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○ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 法 第 三 十 八 条 の 三 第 一 項 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 ） 

第 三 条 の 二 法 第 三 十 八 条 の 三 第 一 項 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 測 定

器 そ の 他 の 設 備 は 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の （ 製 造 さ れ た 日 か ら 起

算 し て 十 年 以 内 の も の に 限 る 。 ） と し 、 同 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 期 間

は 、 同 表 の 上 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設 備 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

 

測 定 器 そ の 他 の 設 備 期 間 

一 高 周 波 電 力 計 で あ つ て 、 校 正 用 信 号 源 を 有 し 、 及 び

被 測 定 信 号 を デ ジ タ ル 変 換 し て 演 算 処 理 し 、 か つ 、 測

定 値 を デ ジ タ ル 表 示 す る 機 能 を 有 す る も の 
二 年 

二 電 圧 電 流 計 で あ つ て 、 被 測 定 信 号 を デ ジ タ ル 変 換 し

て 演 算 処 理 し 、 か つ 、 測 定 値 を デ ジ タ ル 表 示 す る 機 能

を 有 す る も の 

二 年 

三 標 準 信 号 発 生 器 で あ つ て 、 出 力 信 号 の 時 間 の 経 過 等

に 伴 う 変 動 を 検 知 す る 機 能 を 有 す る も の 

二 年 

 

 

 

（ 新 設 ） 
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（ 技 術 基 準 適 合 証 明 の 審 査 等 ） 

第 六 条 （ 略 ） 
２ 登 録 証 明 機 関 は 、 別 表 第 一 号 の 特 性 試 験 に お け る 試 験 の 一 部 を 他 の

者 に 委 託 す る 場 合 は 、 当 該 試 験 の 実 施 に 関 す る 十 分 な 経 験 及 び 技 術 的

能 力 を 有 す る 者 に 委 託 す る と と も に 、 当 該 受 託 者 と 当 該 試 験 の 適 正 な

実 施 を 確 保 す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 取 り 決 め な け れ ば な ら な い 。  

一 （ 略 ） 

二 受 託 者 が 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 で あ つ て 、 法 第 二

十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 掲 げ る 較 正 等

を 受 け た も の （ そ の 較 正 等 を 受 け た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 一 日 か

ら 起 算 し て 一 年 （ 第 三 条 の 二 の 測 定 器 そ の 他 の 設 備 に あ つ て は 、

同 条 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設 備 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 間 と す る 。 ） 以 内 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 し て 試

験 が 行 わ れ る こ と の 確 認 に 関 す る 事 項 

三 ～ 七 （ 略 ） 

３ ～ ９ （ 略 ） 

  

（ 帳 簿 ） 

第 十 三 条 法 第 三 十 八 条 の 十 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り

と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

六 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 を 行 つ た 際 に 使 用 し た 測 定 器 等

ご と の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年

（ 技 術 基 準 適 合 認 定 の 審 査 等 ） 

第 六 条 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

 

 

一 （ 同 上 ） 

二 受 託 者 が 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 で あ つ て 、 法 第 二

十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 掲 げ る 較 正 等

を 受 け た も の （ そ の 較 正 等 を 受 け た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 一 日 か

ら 起 算 し て 一 年 以 内 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 し て 試 験 が 行 わ れ る こ

と の 確 認 に 関 す る 事 項 

 

 

三 ～ 七 （ 同 上 ） 

３ ～ ９ （ 同 上 ） 

  

（ 帳 簿 ） 

第 十 三 条 （ 同 上 ） 

  
一 ～ 五 （ 同 上 ） 

六 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 を 行 つ た 際 に 使 用 し た 測 定 器 等

ご と の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年
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月 日 （ 当 該 測 定 器 等 が 第 三 条 の 二 の 測 定 器 そ の 他 の 設 備 で あ つ

て 、 当 該 較 正 等 を 行 つ た 年 月 日 の 翌 月 の 一 日 か ら 起 算 し て 当 該

測 定 器 等 を 使 用 し た 年 月 日 ま で の 期 間 が 一 年 を 超 え て い る 場 合

は 、 そ の 旨 を 含 む 。 ） 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に

当 該 較 正 等 の 方 法 が 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ に 該 当 す る

場 合 は 、 そ の 測 定 器 等 を 較 正 等 し た 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測

定 器 そ の 他 の 設 備 の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正

等 を 行 つ た 年 月 日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 

七 ・ 八 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ） 

 

（ 技 術 基 準 適 合 証 明 の 審 査 等 ） 

第 二 十 五 条 （ 略 ） 

２ 承 認 証 明 機 関 は 、 別 表 第 一 号 の 特 性 試 験 に お け る 試 験 の 一 部 を 他 の

者 に 委 託 す る 場 合 は 、 当 該 試 験 の 実 施 に 関 す る 十 分 な 経 験 及 び 技 術 的

能 力 を 有 す る 者 に 委 託 す る と と も に 、 当 該 受 託 者 と 当 該 試 験 の 適 正 な

実 施 を 確 保 す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 取 り 決 め な け れ ば な ら な い 。  

一 （ 略 ）  

二 受 託 者 が 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 で あ つ て 、 法 第 二

十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 掲 げ る 較 正 等

を 受 け た も の （ そ の 較 正 等 を 受 け た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 一 日 か

ら 起 算 し て 一 年 （ 第 三 条 の 二 の 測 定 器 そ の 他 の 設 備 に あ つ て は 、

同 条 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設 備 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同

月 日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に 当 該 較 正 等 の 方

法 が 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 測

定 器 等 を 較 正 等 し た 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設

備 の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年 月

日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 

 

 

 

七 ・ 八 （ 同 上 ）  

２ ・ ３ （ 同 上 ） 

 

（ 技 術 基 準 適 合 証 明 の 審 査 等 ） 

第 二 十 五 条 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

 

 

一 （ 同 上 ）  

二 受 託 者 が 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 で あ つ て 、 法 第 二

十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 イ か ら ニ ま で の い ず れ か に 掲 げ る 較 正 等

を 受 け た も の （ そ の 較 正 等 を 受 け た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 一 日 か

ら 起 算 し て 一 年 以 内 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 し て 試 験 が 行 わ れ る こ

と の 確 認 に 関 す る 事 項   
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表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 間 と す る 。 ） 以 内 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 し て 試

験 が 行 わ れ る こ と の 確 認 に 関 す る 事 項  

三 ～ 七 （ 略 ） 

３ ～ ９ （ 略 ） 

 

（ 帳 簿 ） 

第 三 十 条 法 第 三 十 八 条 の 三 十 一 第 四 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 八

条 の 十 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 五 （ 略 ） 

六 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 を 行 つ た 際 に 使 用 し た 測 定 器 等

ご と の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年

月 日 （ 当 該 測 定 器 等 が 第 三 条 の 二 の 測 定 器 そ の 他 の 設 備 で あ つ

て 、 当 該 較 正 等 を 行 つ た 年 月 日 の 翌 月 の 一 日 か ら 起 算 し て 当 該

測 定 器 等 を 使 用 し た 年 月 日 ま で の 期 間 が 一 年 を 超 え て い る 場 合

は 、 そ の 旨 を 含 む 。 ） 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に

当 該 較 正 等 の 方 法 が 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ に 該 当 す る

場 合 は 、 そ の 測 定 器 等 を 較 正 等 し た 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測

定 器 そ の 他 の 設 備 の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正

等 を 行 つ た 年 月 日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 

七 ・ 八 （ 略 ）  

２ ・ ３ （ 略 ） 

第 三 十 一 条 ～ 第 三 十 八 条 （ 略 ） 

 

 

 

三 ～ 七 （ 同 上 ） 

３ ～ ９ （ 同 上 ） 

 

（ 帳 簿 ） 

第 三 十 条 （ 同 上 ） 

 

一 ～ 五 （ 同 上 ） 

六 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 を 行 つ た 際 に 使 用 し た 測 定 器 等

ご と の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年

月 日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に 当 該 較 正 等 の 方

法 が 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 測

定 器 等 を 較 正 等 し た 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設

備 の 名 称 又 は 型 式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年 月

日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 

 

 

 

七 ・ 八 （ 同 上 ）  

２ ・ ３ （ 同 上 ） 

第 三 十 一 条 ～ 第 三 十 八 条 （ 同 上 ） 
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（ 検 証 等 ） 

第 三 十 九 条 （ 略 ） 
２ 製 造 業 者 又 は 輸 入 業 者 は 、 法 第 三 十 八 条 の 三 十 三 第 三 項 の 届 出 を し

よ う と す る と き は 、 同 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 項 及 び 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 様 式 第 十 二 号 の 届 出 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 第 一 項 の 検 証 の 際 に 使 用 し た 測 定 器 等 ご と の 名 称 又 は 型 式 、 製

造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年 月 日 （ 当 該 測 定 器 等 が

第 三 条 の 二 の 測 定 器 そ の 他 の 設 備 で あ つ て 、 当 該 較 正 等 を 行 つ た

年 月 日 の 翌 月 の 一 日 か ら 起 算 し て 当 該 測 定 器 等 を 使 用 し た 年 月 日

ま で の 期 間 が 一 年 を 超 え て い る 場 合 は 、 そ の 旨 を 含 む 。 ） 及 び 較 正

等 を 行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に 当 該 較 正 等 の 方 法 が 法 第 二 十

四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ニ に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 測 定 器 等 を 較 正

等 し た 法 別 表 第 三 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設 備 の 名 称 又 は 型

式 、 製 造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年 月 日 及 び 較 正 等 を

行 つ た 者 の 氏 名 又 は 名 称 

３ ～ 1
3  （ 略 ） 

 

別 表 第 五 号 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 検 証 の 方 法 （ 第 三 十 九 条 関 係 ） 

第 三 十 九 条 第 一 項 の 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 検 証 は 、 次 に 掲 げ る 方 法

に よ り 行 う も の と す る 。 

一 （ 略 ） 

（ 検 証 等 ） 

第 三 十 九 条 （ 同 上 ） 

２ （ 同 上 ） 

 

 

 

一 ・ 二 （ 同 上 ） 

三 第 一 項 の 検 証 の 際 に 使 用 し た 測 定 器 等 ご と の 名 称 又 は 型 式 、 製

造 事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年 月 日 及 び 較 正 等 を 行 つ た

者 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に 当 該 較 正 等 の 方 法 が 法 第 二 十 四 条 の 二 第

四 項 第 二 号 ニ に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 測 定 器 等 を 較 正 等 し た 法 別

表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他 の 設 備 の 名 称 又 は 型 式 、 製 造

事 業 者 名 、 製 造 番 号 、 較 正 等 を 行 つ た 年 月 日 及 び 較 正 等 を 行 つ た 者

の 氏 名 又 は 名 称 

 

 

 

３ ～ 1
3  （ 同 上 ） 

 
別 表 第 五 号 （ 同 上 ） 

（ 同 上 ） 

 

一 （ 同 上 ） 
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二 特 性 試 験 

確 認 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適

合 す る も の で あ る か ど う か に つ い て 検 証 を 行 う 。 
(1

)

 （ 略 ） 

(2
)

 試 験 を 行 う と き は 、 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他

の 設 備 で あ つ て 、 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 イ か ら ニ ま で

の い ず れ か に 掲 げ る 較 正 等 を 受 け た も の( そ の 較 正 等 を 受 け た

日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 一 日 か ら 起 算 し て 一 年 （ 第 三 条 の 二 の 測

定 器 そ の 他 の 設 備 に あ つ て は 、 同 条 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 測 定 器

そ の 他 の 設 備 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 期 間 と す

る 。 ） 以 内 の も の に 限 る 。) を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 

(3
)

・ (4
)

 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

 

 

二 （ 同 上 ） 

（ 同 上 ） 

 

(1
)

 （ 同 上 ） 

(2
)

 試 験 を 行 う と き は 、 法 別 表 第 三 の 下 欄 に 掲 げ る 測 定 器 そ の 他

の 設 備 で あ つ て 、 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 イ か ら ニ ま で

の い ず れ か に 掲 げ る 較 正 等 を 受 け た も の( そ の 較 正 等 を 受 け た

日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 一 日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 の も の に 限

る 。) を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。 

 

 

(3
)

・ (4
)

 （ 同 上 ） 

三 （ 同 上 ） 

 

様式第12号（第39条関係） 

様式 （略） 

注１ 工事設計については、特別特定無線設備の工事設計に係る事項を

記載した書類であつて別表第二号に定める事項を記載すること。 

 

２～６ （略） 

７ 検証の際に使用した測定器等が第三条の二の測定器その他の設

備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して

様式第12号（第39条関係） 

様式 （同左） 

注１ 工事設計については、特別特定無線設備の工事設計に係る事項を

記載した書類であつて別表第二号に定める事項を記載すること とす

る 。 

２～６ （同左） 

７ 較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場

合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器
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当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合

は、その旨を記載すること。また、較正等の方法が法第二十四条の二

第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別

表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事

業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏

名又は名称を記載すること。 

８ （略） 

その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行

つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称を記載すること。 

 

 

 

 

８ （同左） 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 電 波 法 及 び 電 気 通 信 事 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 二 十 七 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 省 令 の 施 行 前 に 法 第 二 十 四 条 の 二 第 四 項 第 二 号 の 較 正 又 は 校 正 （ 以 下 「 較 正 等 」 と い う 。 ） を 受 け た こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 証 明 規 則 第 三 条 の

二 の 測 定 器 そ の 他 の 設 備 に つ い て は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 以 降 最 初 に 較 正 等 を 受 け る 日 ま で は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 証 明 規 則 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

 


